
１－１　農林水産大臣権限に係るもの（確認解除）

　

　重要流域内に存する民有林であって、法第25条第１項第１号から第３号の目的を達
成するための保安林を次の事由により転用解除する場合

「公益上の理由」による解除であって、解除の規模が１ha以上の場合（ただし、
地方公共団体が実施する場合等を除く）

・

・「指定理由の消滅」による解除

予定告示（県報）【法30】

予定通知

受理後
２週間

依頼

意見聴取【法32②】

予定通知

予定告示の報告

根拠法令 法第26条

予定通知【法29】

３か月

審査
解除調書の作成
適否の決定

事前相談・調整(様式８)

事前相談
・調整

審査・補正
却下(様式１)

適否の審査

受理後
２か月

意見照会(様式２)

解除の申請【法27①】

諮問
（基準を超える解除）

対 象 等

解除申請書の送付

調査

解除申請【法27①】

異議意見（告示から30日以内）【法32①】

申 請 者

農林事務所

森 林 土 木・保 全 課

農 林 水 産 大 臣

森林 土木・保全課

農林事務所

市 町 村

農 林 水 産 大 臣

森林審議会

市 町 村
掲示【法30】

森林土木・保
全課

申 請 者

（森林所有者等）



確定通知【法33①】

確定通知

登記調製依頼

報告

報告

代替施設の設置等を指導

作業許可申請
【法34②】
伐採届
【規則60①５】

許可
代替施設等の設置

（異議意見がなく、告示の日から40日経過）【法32④】

確定告示（官報）【法33①】

確定通知
【法33③】

代替施設の設置等の完了届出書　【要綱31】
設置等の確認

保安林台帳等の調製【法39の２①】

確定通知

標識の撤去【法39①】

森 林土木・保全課 市 町 村

徳島地方法務局農林事務所

申 請 者

森林土木・保全課

農林事務所

森林土木・保全課

林 野 庁

農 林 水 産 大 臣

申 請 者

（森林所有者等）



１－２　農林水産大臣権限に係るもの（その他）

確定通知
【法33③】

（告示の日から40日経過）
　　　　　　　【法32④】

意見聴取【法32②】

根拠法令 法第26条

３か月
適否の審査

確定通知【法33①】

対 象 等

（転用に係る解除の場合）
作業許可【法34②】
伐採届【規則60①５】
による行為可能確定告示（官報）【法33①】

審査
解除調書の作成
適否の決定

解除申請書の送付

解除申請【法27①】

予定告示の報告 予定通知

異議意見（告示から30日以内）【法32①】

事前相談・調整(様式８)
受理後
２か月

意見照会(様式２)

予定通知【法29】

予定告示（県報）【法30】
依頼

確定通知

標識の撤去【法39①】

審査・補正
却下(様式１)

調査

解除の申請【法27①】  事前相談・調整

諮問
（基準を超える解除）

確定通知
保安林台帳等の調製【法39の２①】

登記調製依頼

受理後
２週間予定通知

　重要流域内に存する民有林であって、法第25条第１項第１号から第３号の目的を達
成するための保安林を解除するもののうち、１－３に該当しない場合

申 請 者

農林事務所

森林土木・保全課

農 林 水 産 大 臣

森林土木・保全課

市 町 村

農 林 水 産 大 臣

市 町 村

徳島地方法務局
農林事務所

森林審議会

市 町 村
掲示【法30】

森林土木・保全課

申 請 者

申 請 者

（森林所有者等）

（森林所有者等）

農林事務所

農林事務所

森林土木・保全課



２－１　知事権限に係るもの（確認解除）

　

代替施設の設置等を指導

「公益上の理由」による解除であって、解除の規模が１ha以上の場合（ただし、
地方公共団体が実施する場合等を除く）

・

　重要流域以外の流域内に存する民有林であって、法第25条第１項第１号から第３号
の目的を達成するための保安林又は県下全域の民有林であって、法第25条第１項第４
号から11号の目的を達成するための保安林を次の事由により転用解除する場合

意見聴取【法30②】
異議意見（告示から30日以内）【法32①】

（異議意見がなく、告示の日から40日経過）【法32④】

作業許可申請
【法34②】
伐採届
【規則60①５】

許可
代替施設等の設置

・「指定理由の消滅」による解除
対 象 等

事前相談・調整(様式８)

調査

設置等の確認

報告

代替施設の設置等の完了届出書　【要綱31】

予定通知

受理後
３か月
（※）

諮問
（基準を超える解除）

根拠法令 第26条の２

審査・補正
却下(様式１)

解除申請【法27①】

解除申請書の送付

意見照会(様式２)

審査
解除調書の作成
適否の決定

予定告示（県報）【法30の２】
依頼

予定通知

申 請 者

森林土木・保全課
市 町 村

市 町 村
掲示【法30の２】

森林審議会

申 請 者

農林事務所

申 請 者

（森林所有者等）

農林事務所

農林事務所

森林土木・保全課



　が別に必要【法26の２④】
　・「指定理由の消滅」による解除の場合　　１ha以上
　・「公益上の理由」による解除の場合　　　５ha以上

確定通知
【法33③】

保安林台帳等の調製【法39の２①】

確定通知

登記調製依頼

標識の撤去【法39①】

※ 法第25条第１項第１号から第３号の目的を達成するため指定された保安林で、解除
しようとする面積が次の基準を超える場合は、農林水産大臣との協議期間（２か月）

確定通知
確定告示（県報）【法33⑥】

市 町 村

徳島地方法務局
農林事務所

申 請 者

森林土木・保全課

（森林所有者等）



２－２　知事権限に係るもの（その他）

　

　

　が別に必要【法26の２④】
　・「指定理由の消滅」による解除の場合　　１ha以上
　・「公益上の理由」による解除の場合　　　５ha以上

※ 法第25条第１項第１号から第３号の目的を達成するため指定された保安林で、解除

確定告示（県報）【法33⑥】

依頼
予定告示（県報）【法30の２】

予定通知

受理後
３か月
（※）

意見聴取【法30②】

（告示の日から40日経過）
　　　　　　　【法32④】

異議意見（告示から30日以内）【法32①】

保安林台帳等の調製【法39の２①】

（転用に係る解除の場合）
作業許可【法34②】
伐採届【規則60①５】
による行為可能

（基準を超える解除）

確定通知
【法33⑥】

県下全域の民有林であって、法第25条第１項第４号から11号の目的を達成するた
めの保安林

標識の撤去【法39①】

しようとする面積が次の基準を超える場合は、農林水産大臣との協議期間（２か月）

予定通知

審査・補正
却下(様式１)

事前相談・調整(様式８)

・

諮問

解除申請書の送付

審査
解除調書の作成
適否の決定

重要流域以外の流域内に存する民有林であって、法第25条第１項第１号から第３
号の目的を達成するための保安林

・

意見照会(様式２)

調査

解除申請【法27①】

根拠法令

対 象 等

第26条の２

登記調製依頼

確定通知

確定通知

申 請 者

農林事務所

森林土木・保全課

市 町 村

徳島地方法務局農林事務所

市 町 村

市 町 村
掲示【法30の２】

森林審議会

申 請 者

申 請 者

（森林所有者等）

（森林所有者等）

農林事務所

農林事務所


